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群馬県第二種区画漁業の内水面漁場計画（案） 

について 
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漁業法（抜粋） 
 
（海区漁場計画の作成の手続） 

第六十四条 都道府県知事は、海区漁場計画の案を作成しようとするときは、

農林水産省令で定めるところにより、当該海区において漁業を営む者、漁業

を営もうとする者その他の利害関係人の意見を聴かなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により聴いた意見について検討を加え、その

結果を公表しなければならない。 

３ 都道府県知事は、前項の検討の結果を踏まえて海区漁場計画の案を作成し

なければならない。 

４ 都道府県知事は、海区漁場計画の案を作成したときは、海区漁業調整委員

会の意見を聴かなければならない。 

５ 海区漁業調整委員会は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、

期日及び場所を公示して公聴会を開き、農林水産省令で定めるところにより、

当該海区において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人

の意見を聴かなければならない。 

６ 都道府県知事は、海区漁場計画を作成したときは、当該海区漁場計画の内

容その他農林水産省令で定める事項を公表するとともに、漁業の免許予定日

及び第百九条の沿岸漁場管理団体の指定予定日並びにこれらの申請期間を公

示しなければならない。 

７ 前項の免許予定日及び指定予定日は、同項の規定による公示の日から起算

して三月を経過した日以後の日としなければならない。 

８ 前各項の規定は、海区漁場計画の変更について準用する。 

 

第六十七条 都道府県知事は、その管轄する内水面について、五年ごとに、内

水面漁場計画を定めるものとする。 

２ 第六十二条第二項（第一号に係る部分に限る。）、第六十三条第一項（第

六号を除く。）及び第二項並びに第六十四条から前条までの規定は、内水面

漁場計画について準用する。この場合において、第六十二条第二項中「海区

（第百三十六条第一項に規定する海区をいう。以下この款において同じ。）

ごとに、次に」とあるのは「次に」と、第六十四条第六項中「免許予定日及

び第百九条の沿岸漁場管理団体の指定予定日並びにこれらの」とあるのは「免

許予定日及び」と、同条第七項中「免許予定日及び指定予定日」とあるのは

「免許予定日」と読み替えるものとする。 

 

（漁業の免許） 

第六十九条 漁業権の内容たる漁業の免許を受けようとする者は、農林水産省

令で定めるところにより、都道府県知事に申請しなければならない。 

２ 前項の免許を受けた者は、当該漁業権を取得する。 





第二種区画漁業権切替における免許事務フローチャート（予定）

漁場計画【素案】
の作成（～6/9）

漁場計画【案】
の作成（～7/21）

漁場計画の決定

漁場計画の樹立

免許申請
（10/1～11/10）

漁 場 管 理 委 員 会 漁 業 者

５月

６月

（令和５年）

（令和６年）

９月

10月

12月

漁場計画諮問（7/24）

（法第64条第1-3項）

（法第64条第4項）

（法第64条第6項）

（法第69条第１項）

（法第72条）

（法第70条）

（法第69条）

①

利害関係人の
意見聴取の実施

（6/1４～7/1４）

希望調査（～5/31）

③

④

⑤

⑥

⑦
⑧

⑨ ⑩

⑫

⑬

⑭

群 馬 県

県報による免許内容公示
（1月下旬）

設定希望書の送付
（～5/31）

（意見反映）

７月

８月

認可の可否諮問・答申
（１２月上旬）

11月

１月

（法第62条第1-2項）

・公聴会
・漁場計画答申

（8月下旬）

（法第64条第5項）

（法第64条第4項）

漁業権免許の認可（1/1）

漁
場
計
画
の
作
成

免
許
手
続

⑮ ⑯

②

⑪

県報による漁場計画公示
（9月下旬）

漁業者へ通知

審査
（11月中旬）









 

第二種区画漁業 群馬県内水面漁場計画（案） 

 

１ 区画漁業の公示番号、免許の内容たるべき事項 

公示番号 漁業種類 

 
個別漁業権又は 
団体漁業権の別 

漁場の位置及び区域 漁業の名称 漁業時期 

区第１号 

 
第二種区画

漁業権 
個別漁業権 

前橋市上大屋町９

４番地 

千貫沼 

こい類養殖業 

1 月 1日から 
12 月 31 日まで 

区第２号 同 同 

前橋市大前田町１

８９番地 

久保替戸沼 

同 同 

区第３号 同 同 

 
前橋市粕川町込皆
戸８６ 

入田沼 同 同 

区第４号 同 同 

 
前橋市粕川町上東
田面１６７ 

伊勢の森下沼 同 同 

区第５号 同 同 

 
前橋市粕川町月田
１３７１ 

吉沼 

 
こい類養殖業 
わかさぎ養殖業 

同 

区第６号 同 同 

 
伊勢崎市波志江町
３０９６ 

波志江上沼 こい類養殖業 同 

区第７号 同 同 

 
伊勢崎市磯町 
３５０－１ 

磯沼 同 同 

区第８号 同 同 

 
伊勢崎市境下渕名
九反田３１１５ 

下渕名東沼 同 同 

区第９号 同 同 

 
高崎市箕郷町富岡
３４１ 

鳴沢湖 わかさぎ養殖業 同 

区第 10 号 同 同 

 
藤岡市金井字牛秣
４６９ 

鮎川貯水池 

 
こい類養殖業 
わかさぎ養殖業 

同 

区第 11 号 同 同 

 
吾妻郡中之条町大
字入山字沼山 
４０５９－２ほか 

野反湖 ます養殖業 同 

区第 12 号 同 同 

 
利根郡片品村大字
東小川字根子 
４６６０ 

丸沼 

 
ます養殖業 

わかさぎ養殖業 
同 

区第 13 号 同 同 

 
利根郡片品村大字
東小川字菅沼 
４６５７ 

菅沼 同 同 

区第 14 号 同 同 

 
利根郡片品村大字
東小川字根子 
４６６１ 

大尻沼  ます養殖業 同 



 

２ 免許予定日 令和６年１月１日 

３ 申請期間 令和５年１０月１日から同年１１月１０日まで 

４ 存続期間 令和６年１月１日から令和１０年１２月３１日まで 


